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関東ブロック発注者協議会の概要



公共工事の品質確保に関する当面の対策について（概要）

１．総合評価方式の徹底

２．不良不適格業者の排除、地場産業育成、下請企業等へのしわ寄せ防止

３．契約等の対等な関係の構築、ダンピングの防止

４．特殊法人等の調達

５．不当廉売・不公正取引等に対する監視の強化

６．情報の共有のための体制整備

平成20年3月28日
公共工事の品質確保の促進に関する 関係省庁連絡会議申合せ

■申合せ事項

「関東ブロック発注者協議会」の設立
２



○ 協議会の事務は、第2条の目的を達成するために、品確法の「基本方針」や「公共工事の品質確保の促進に関する当面の
対策」、「運用指針」に示された公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状況や、その他必要な事項について連絡調
整を行う。
○ 連絡調整等の具体的な事務は、幹事会又は分科会において行う。
○連絡調整事項

１，基本方針等に示された公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状況
２，発注者間の支援
３，上記の事項以外で目的を達成するために必要な事項

参加機関は、６６機関（７省庁１７機関、２２都県市※、２７特殊法人）※都県政令市１４、都県の市町村の代表９ 設立時

国、地方公共団体及び特殊法人等の各発注者が、公共工事の品質確保の促進に向けた取り組み等について情報交換を行う
などの連携を図り、発注者間の協力体制を強化し、もって関東ブロックにおける公共工事の品質確保の促進に寄与することを目
的とする。

関東ブロック発注者協議会の設立について

１．目 的

２．組 織

協議会〔活動方針等オーソライズの場〕 幹事会〔実質の情報共有の場〕

構成 会 長：関東地方整備局長

副会長：関東農政局整備部長

茨城県土木部長

委 員：国の機関、都県、特殊法人等は、部長級

政令市は、局長級

各都県の市町村の代表は、局・部長級

事務局：関東地方整備局企画部

幹事長：関東地方整備局企画部長

副幹事長：関東農政局整備部設計課長

茨城県土木部検査指導課長

幹 事：各機関担当部局の課長級

都県は建設・農政事業分野の代表２名以内

（幹事会においては分科会を必要に応じて設置）

３．協議会の事務

３


